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第２２回
全国役員・都道府県代表者連絡協議会

【全国役員・都道府県代表者連絡協議会】とは当該年度の全国役
員と都道府県代表者（知Ｐ連会長）を対象に行われる協議会です。

例年、ＰＴＡ活動を促進するためのタイムリーなテーマを設け研修を行
うとともに、情報交換を図っています。

今号では9月30日付発行の全知Ｐ連機関紙「明日を拓く」でご紹介
している 　ー誰もが自分らしく社会参加ができるようにー　に続く
テーマで、2022年11月26日に開催した全国役員・都道府県代表者
向け研修会の内容を一部抜粋し掲載いたします。

詳しい講師紹介はQRコード 
または　ホームページよりご覧ください。
https://www.zenchipren.jp/activty/2012kikanshi.html
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テテーーママ：：「「卒卒業業後後をを自自分分ららししくく生生ききるるたためめにに必必要要なな力力ととはは」」

基基調調講講演演 明明星星大大学学教教育育学学部部教教育育学学科科
常常勤勤教教授授 明明官官 茂茂 様様

まず、キャリア教育について少し考えてみた
いと思います。キャリア教育の定義は、一人一
人の社会的・職業的自立に向けて必要な基
盤となる能力や態度を育てることを通して、
キャリア発達を促す教育と言われています。

（資料１参照）
では、キャリア発達とは何なのでしょうか。社

会の中で自分の役割を果たしながら、自分ら
しい生き方を実現していく過程をキャリア発達
というのだそうです。社会の中で自分の役割
を果たし、自分らしく生きる、これが重要なポイ
ントだと思います。
さて、中央教育審議会というのは、文部科

学大臣の諮問機関として文部科学省の中に
設置されている重要な審議会です。学習指導
要領が改訂されるたびに、文部科学大臣は中
央教育審議会に諮問をします。

そして、その中央教育審議会の諮問をもと
に、新しい学習指導要領がつくられていきま
す。今回も平成29年に新しい学習指導要領
がつくられました。その学習指導要領をつくる
前の平成28年に、中央教育審議会の特別支
援教育部会の中でキャリア教育に対する議
論がされています。その中には、このような意
見が出ています。 （資料２参照）

「キャリア教育は、遠い将来のことや就職の
ために支援というところで着目されがちだが、
社会で生きるというところをもう少し視点とし
てはっきりしていくことが必要」 就労支援とい
うことだけではなく、社会でどう生きるかという
ことがこの年に注目されてきているわけです。

「障害の重度・軽度に関わらず、就職支援
に向けては一生懸命取り組んできているが、
自分で意思を決定していくということの積み
重ねが非常に少ない人たちが多いと感じる」
就職支援に向けての取組は、これまでもいろ
いろな学校でやられてきていて、成果も上げ
てきています。ただ、自分で意思を決定

「「卒卒業業後後にに、、自自分分ららししくくどどうう生生ききてていいくく
かか」」「「そそののたためめにに必必要要なな力力ををどどうう育育んんでで
いいくくかか」」、、とといいううここととををキキーーワワーードドににごご講講
演演いいたただだききままししたた。。

〇〇東東京京都都特特別別支支援援学学校校のの校校長長在在任任中中にに、、全全国国
特特別別支支援援学学校校知知的的障障害害教教育育校校長長会会長長をを務務めめるる
〇〇平平成成２２７７年年よよりり、、独独立立行行政政法法人人国国立立特特別別支支援援
教教育育総総合合研研究究所所 上上席席総総括括研研究究員員（（兼兼））教教育育支支
援援部部長長
〇〇平平成成３３００年年よよりり、、明明星星大大学学教教育育学学部部常常勤勤教教授授
専専門門はは特特別別支支援援教教育育、、知知的的障障害害教教育育、、学学校校経経営営
〇〇全全知知ＰＰ連連でではは相相談談役役をを経経てて、、現現在在はは参参与与ととししてて
長長くくごご協協力力いいたただだいいてていいるる

※事前に収録した録画をご覧いただきました。
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資料2

していくということは、これからの社会生活の
中で非常に重要なことなのです。しかし、まだ
そういうことが足りないという意見です。

「自分から自分の大変さ、困難さを事業主
に伝える、職場の方に伝えるのがとても難し
い」就労支援の段階で、できることではなくて、
学校教育の中で蓄積していくことが必要だと
いう意見です。
自分から大変さや困難さを伝えるというこ

とは、知的障害の子供たちにとってはとても苦
手なことです。ただ、これからの社会生活・職
業生活の中では、非常に重要なことなのだと
言っています。そして、それは学校教育の中で
蓄積していくものです。進路指導などの段階
だけではなく、幼稚部・小学部の段階から蓄
積していくことが大事だということです。です
から、社会生活で生きる力というのは、小さい
ころからきちんと育てなければいけないという
ことを言っています。

「障害の重い方も社会の中で何らかの役
割を果たしていることが実感できるような教
育を積み上げていくことが重要である」 これ
は障害の重い方に対するキャリア教育の意味
で出された意見です。障害が重くても社会に
対してどういう役割を果たしていくのか、それ
を実感できるような教育がこの段階で提言を
されています。

それには個別の指導計画や個別の教育支
援計画が非常に重要だということです。

「障害の重い子の評価を『できた』『でき
ない』の見方だけでなく、子供の『思い』や、
何とかしようとする姿勢に目を向けることが
重要」 できたか、できないかという短絡的な
見方だけではなく、その過程をしっかり見て、
支援をしていくことが重要だという提言がさ
れています。こういうことが卒業後に向けて必
要な力だと、中央教育審議会の中で議論さ
れていたわけです。

障害の重い子のキャリア教育について、もう
少し考えてみると、障害の重い子のキャリア教
育には、このようなことも言われています。

（資料３参照）
「子供の興味関心をきちんと把握すること。

言葉の表出が無くても、行動観察等を通じて
子供の思いを丁寧に把握することが重要」き
ちんと見ていくということです。

「将来の姿をイメージですることが大切」
長期目標や短期目標を設定して、現在の目
標と将来の目標をしっかり結びつけていくこと、

これは、仙台市の小学校5年生の児童が
書いた作文です。作文コンクールに出されて、
文部科学大臣賞を受けたものです 。
『兄が教えてくれたこと』という題名です。

（下部QRコード参照）
この作文は、障害のある人の成長の様子

やどのように学んでいくかということをとても
よく理解しています。周りにいる人はどのよう
なことを支援していったらよいのか、どのよう
に支援していったらよいのか。そしてその人
らしく生きることを認め合える気持ちが大事
だということを書いています。

子供の実態によってさまざまあると思いま
すが、事例を通しながら皆さんで考えていた
だければと思います。

ここれれららののおお話話ををももととにに、、卒卒業業後後ににオオフフィィスス
のの事事務務でで働働くく方方のの仕仕事事、、余余暇暇、、生生活活のの様様
子子やや、、「「全全国国小小・・中中学学生生障障ががいい福福祉祉ふふれれ
ああいい作作文文ココンンククーールル」」ででのの児児童童のの作作文文のの
事事例例をを紹紹介介ししてていいたただだききままししたた。。
どどののよよううにに子子供供たたちちのの力力ををつつけけてていいくくとと
よよいいののかか考考ええるるヒヒンントトをを、、私私たたちちにに投投げげかか
けけててくくだだささいいままししたた。。

公公益益財財団団法法人人日日本本知知的的障障害害者者福福祉祉協協会会のの
「「第第88回回 全全国国小小・・中中学学生生障障ががいい福福祉祉ふふれれああいい
作作文文ココンンククーールル」」

テテーーママ：：障障ががいいののああるる方方ととふふれれああっってて
～～わわたたししににととっっててのの障障ががいい福福祉祉～～

小小・・中中学学生生のの皆皆ささんんがが、、日日頃頃体体験験ししたた
ここととやや感感じじたたここととななどど率率直直なな気気持持ちちをを
綴綴っってていいまますす。。

hhttttpp::////wwwwww..aaiiggoo..oorr..jjpp//ssaakkuubbuunn//
iinnddeexx11--88..hhttmmll

資料3
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研修会
講 演 テーマ：主権者教育の現場から学ぶ

～誰もが自分らしく社会参加ができるように～

東京都狛江市副市長
総務省 主権者教育アドバイザー

平林 浩一 様

主権者教育アドバイザーは国から30名任命されており、私は
主に、特別支援学校の皆様や各地域の選挙管理委員会などに
うかがい、障害者の投票支援の啓発に努めています。

狛江市の主権者教育の原点は、障害者の投票支
援から始まっています。
きっかけとなった判例は、東京地裁が平成25年

に【『成年後見人を付けると選挙権を失う』とす
る公職選挙法の規定は違憲である】との判決を下
したことでした。
平成25年の法律改正により、その人の能力を問

わず等しく選挙権が与えられるようになりました。
しかし、法律改正により成年被後見人の投票す

る権利は復権、保障されたものの、現実的に成年
被後見人や知的・発達障害のある人が選挙権を行
使できるのだろうかという「現実の壁」が存在し
ました。
知的・発達障害のある人の中には、選挙や投票

の存在意義、選挙公報等にあるような難しい用語
や漢字が理解できない方や、投票用紙に立候補者
名を記入できない方も多くいらっしゃいます。
では、知的・発達障害のある人には、どのよう

な「現実の壁」が存在するのでしょうか。
それは、知的・発達障害のある人にとって「選

挙・投票体験が少ない」「行政・教育・家庭のど
の分野も無関心で意識がなかった」という経験値
不足により、現実的に投票に参加する権利が奪わ
れていたものと言わざるを得ません。

一方では、近年、特別支援学校に大きく影響す
る公職選挙法の改正がありました。
一つは平成25年の前述した成年被後見人の選挙

権の復権に伴い代理投票という制度ができました。
代理投票の要件が「身体の故障」から「心身の

故障」に改められています。この「心」のたった
一文字が加わることにより、今まで選挙に疎遠で
あった認知症、精神障害、知的・発達障害のある
人が、実際に投票に出掛けることができるように
なり、制度保障が成り立ちました。

もう一つは平成27年、選挙権を有する者の年
齢が、満20歳以上から満18歳以上に引き下げら
れ、特別支援学校高等部に在籍する生徒も、満
18歳以上の生徒は有権者となりました。

狛江市では障害者が選挙で一票を投じやすく
するために、行政・地域・当事者が役割分担を
明確にし、一体となって取り組むと同時に、投
票のバリアフリーと選挙情報のバリアフリーを
両輪のように進めてきました。（資料１参照）
このような取組を進めるうちに、「わかりや

すいということは誰にでもわかりやすい」、
「易しいということは誰にでも易しい」という
ことが明らかになってきました。
障害があってもなくても、当たり前の権利と

して、社会に参画できる選挙権の重要性につい
て、その啓発に取り組んできました。

その一方で、障害者の社会参加の意欲、それ
を実現するための選挙権という権利に対する認
識を得る機会や学ぶ機会が少なかったこと、そ
の認識が希薄だったこと、さらには選挙権年齢
の引き下げを踏まえ、自ら考え、自ら判断し、
自ら行動していく高い資質をもった主権者の育
成が望まれているということもわかってきたと
ころです。 資料1
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令和２年春、新型コロナウイルス感染症の影響
で突如、全国一斉の臨時休校措置が採られました。
休校が明けてから２年間、中学部での主権者教

育の取組がすっかり途絶えてしまいました。
この時期は本当にきつく、何が正しいのか、何

を優先すべきなのか、全くわからなくなりました。
主権者教育を中学部に根付かせられなかった、狛
江市のようにはレガシーにできなかったというこ
とが、私の中で悔やまれてなりませんでした。

令和４年５月下旬、突然ＮＨＫから「主権者教
育の取組を取材したい」との連絡が入りました。
そこでもう一度、主権者教育の大切さを伝えよ

うと決意し、原点に還って「給食のメニューを投
票で決める」という授業を行うことにしました。
普段、障害の程度の軽い子に注目の集まること

が多い中で、本校の生徒のように中・重度の子供
に脚光を当ててもらえたことが本当に嬉しくて、
たぶん保護者も同じ気持ちだったろうと思います。

遠くない将来に向けて、理想を思う存分描いて
みます……
どこの学校でも、わかりやすい主権者教育が行

われるようになっているのです。
高等部を卒業した子供たちが、自然に投票所へ

足を運ぶようになっているのです。
投票の仕方も、時代に合った簡単なものになっ

ているのです。タッチパネル式が当たり前になっ
ていて、スマホから投票できたりもするのです。
「投票してよかった。また行こう。」と思える

選挙になっているのです。

このような、誰もが幸せを追求できる、優しさ
が当たり前の社会になるためには、私たちや子供
たちの意見が十分に反映されなければいけません。
そのために、私たち一人一人、それぞれの立場で、
それぞれのやり方で、諦めずに行動すべきなのだ
ろうと思います。
理想を思い描いて現実との落差を埋めていく、

それが大事です。私も微力ながら、自分にできる
ことを頑張ってみようと思います。

私が東京都立調布特別支援学校に着任した平成
28年４月、狛江市では既に主権者教育の機運が相
当高まっていました。投票支援のDVDを作って啓発
に努めたり、地域の学校に主権者教育を広げよう
としたりしていました。
平成29年度、狛江市は『総合的な主権者教育計

画』の策定検討委員会の委員に、あろうことか私
を加えてしまいました。主権者教育に関して全く
の素人であった私は「いいのかな」と思いました。
そもそも社会科の教員ですらなかったので、場違
いな感じが拭えませんでした。

そこから、知的障害のある中学部の生徒にとっ
ての主権者教育はどのようなものがいいだろうか
と考え、悩み苦しむ日々が始まりました。
高等部のある学校は、生徒会選挙の時に本物の

投票箱を用いて主権者教育を行うというのが一般
的です。立会演説会もあり、実際の選挙によく似
た形で行われるので、すごくいいと思います。
でも、本校の中学部で同じような形の主権者教

育を行えるかというと、結論としては難しいと言
わざるを得ませんでした。まず、生徒会がありま
せんし、仮に生徒会を発足させたとしても、子供
たちにわかるような選挙の仕方や、選挙で落選し
た子のフォローなどを考えると難しいのです。

中学部の段階にふさわしい主権者教育として、
私は生徒が好きなもの、喜ぶものを生かしたいと
思いました。
そこで考えたのが「給食のメニューを投票で決

める」というものです。自分たちが選んだ料理が
いずれ出てくる、というワクワク感が味わえると
思いました。
栄養士さんに協力を仰ぎ、狛江市選挙管理委員

会には主権者教育の実施日に本物の投票箱と記載
台を持ってきてもらうようにお願いをしました。

中学部で初めて主権者教育を行う上で、「自分
で選ぶ」というテーマを掲げました。子供たちに
わかりやすく伝えるため、＜投票のための四つの
ルール＞も設けました。
【１（名前を呼ばれたら）返事をする】

（本人確認：声が出なくてもジェスチャーで可）

【２（投票するまで）口をとじる】
【３（２枚のカードの）どちらかを選ぶ】
【４（選んだカードを）人には見せない】

というものです。

【動画】2022年6月7日放送
『NHK首都圏NEWS』

NHK取材時の授業内容を掲載した
全知Ｐ連「明日を拓く」88号
『給食のメニューを投票で決める』P８-P10

東京都立調布特別支援学校 主幹教諭
狛江市『知的・発達障がい者のための主権者教育の手引き』

製作委員会 委員

常松 浩三郎 様

障害があるからこの子たちは決められないんじゃないか、
選べないんじゃないか、というのは全く間違っています。
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パパネネリリスストトのの平平林林様様、、常常松松様様はは、、『『狛狛江江市市総総合合的的なな主主権権者者教教育育計計画画』』策策定定検検討討委委員員会会ななどどでで、、知知的的障障害害
ののああるる方方がが投投票票ししややすすいい環環境境をを作作るるたためめのの先先駆駆的的なな取取組組をを推推進進ししててここらられれたたおお二二人人でですす。。デディィススカカッッシショョンン
でではは、、ここれれままででのの学学校校、、家家庭庭、、地地域域でで協協働働ししてて積積みみ上上げげててききたた取取組組ににつついいてて、、質質疑疑応応答答をを交交ええててささららにに詳詳
ししくくううかかががいいままししたた。。 デディィススカカッッシショョンンのの一一部部ををごご紹紹介介ししまますす。。

知的障害のある方の選挙

木木村村 学校での主権者教育や、東
京都狛江市としてのさまざまな取
組の中で、いい反響がたくさんある
と思いますが、中には「知的障害の
ある子たちにできるかしら」という
戸惑いの声や、小中の学校での主
権者教育をすすめるなかで難し
かったことなど、何か印象深く残っ
ているようなことがありましたらお
聞かせください。

平平林林 「重度だから私の子どもは投
票に行けない」という声を多く聞き
ます。
そこで私がお返しするのは「意思
のない人はいません」ということで
す。「あなたのお子さまの一票はお
子さまのもので、その一票の使いみ
ちを保護者の方が決めるものでは
ないのではないですか」ということ
をお伝えしています。投票に関して
は、無限の中から選ぶのではなくて
「候補者の中から一人を選ぶ」そし
て「投票する」、この二つで完結す
ることなので、まずはチャレンジして

ディスカッション

みてください。「選ぶこと」はきっと
家庭でもできると思います。
「投票すること」は、私たち行政が
支援いたします。個々の特性によっ
て支援の方法は異なりますけれど
も、まずは諦めないでチャレンジを
してくださいということを、私はいつ
もお願いしています。

常常松松 コロナ禍で、一番奪われたの
が体験の機会だと思っています。
知的障害のある子どもたちにとっ
て、体験というのはすごく大きなも
ので、先生たちのほうで「これは無
理、これはやらなくていい」と安易
に判断するのではなく、体験をでき
るだけ諦めないで「とにかくやる
ぞ」と思うことが大事だと思います。
私の勤務する学校では、違う意見
の方もいるのですが、校長先生が
いつも背中を押してくれるので、諦
めずにやってよかったと思うことが
多いです。

ファシリテーター
木村 加代子

どのように伝えたらよいか、という
戸惑いの声も聞きます。

平平林林 選ぶという基準は誰も問わ
れません。これは憲法で保障されて
いる投票の秘密で、誰に投票した
か教えなくていいのです。
また、どういう基準で選んだか、そ
れも明確にする必要はないわけで、
「あなたの決めたその選択には間
違いがありません」と信じることが
一番大事だと思います。
選挙というのは、1回失敗しても、
4年の任期というのがあって、その
次の4年間を見ることによって、次
の決定を判断する期間があります
ので、投票を繰り返すことによって
精度が高まっていくと思います。

東京都狛江市
副市長
（総務省主権者教育
アドバイザー）
2017年には、『狛江
市総合的な主権者
教育計画』策定検討
委員会」の委員
長を務める

東京都立調布特別
支援学校主幹教諭
（生活指導主任）
中学部で主権者教
育を実施
現在、防災教育に取
組中

パネリスト
常松 浩三郎様

パネリスト
平林 浩一様

木木村村 先ほどの常松先生にお話し
していただいた、先生方による演
説や給食の投票のように、普段の
学校の指導の中で、自分で選ん
だり決めたりということを積み上げ
てくださっているのですが、それが
実際の選挙となると急にハードル
が高くなり、質問にもありましたが、
候補者のことや公約などを子供に
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平平林林 ポスターを見て気に入った
方に投票するというやり方であって
も、間違った選択ではありません。
よく「障害のある子が決めた投票
は正しいのですか」と保護者の方
から聞かれることがあるのですが、
それは「正しい投票って何ですか」
と逆に保護者の方に問い掛けたい
ぐらいなのです。「その子が選んだ
投票は信じてあげてください」とい
うことしかありません。選択して選ぶ
行為を繰り返す、体験することが、
正しい選挙というのがあるのかどう
かわかりませんが「正しい投票」に
つながるものだと思っています。

木木村村 投票方法でいうと、東京都狛
江市では福祉就労先の事業所に
協力していただいて、投票を地域
ですすめていらっしゃいますね。

平平林林 狛江市では、ありがたいこと
に「事業所連絡会」という形で事
業所の皆さんに全面的に協力いた
だいています。NHKの「みんなの選
挙」で、狛江市の24歳の方が初め
て投票に行く、という動画が流れて
いるのですが、そこでも模擬投票を

やりました。また、知的障害のある
方の選挙DVDを作っているのです
が、支援のやり方というのは、模擬
投票を繰り返して、その中で困った
ことをその場で話し合って、そこで
解決策を得て、さらに動画に反映
させていく、ということを繰り返して
います。そういったことでは、地域の
力というのは、狛江市の投票支援
の中では本当に大きな土台となっ
ています。

木木村村 10年後、主権者教育や知
的障害がある子たちの選挙という
のはどのようになっていてほしいで
すか。また、学校、地域、家庭の連
携の大切さという点から、最後に
一言ずつ頂けたらと思います。

常常松松 10年後どうなるかというのは、
本当にいい方向に向かっていてほし
いなと思います。劇的に変わる可能
性があるのではないか、と思ってい
ます。
私は、教育現場は特に「石橋をた
たいて渡らない」ということが起きや
すいのかなと思います。やりながら
工夫していってもいいのではないで
しょうか。いろいろチャレンジして、そ
こで考えて、修正していく、というの
が、投票現場にも求められますし、
教育現場もそういう考え方でやるほ
うがうまくいくと思います。コロナを言
い訳にして「石橋をたたいて渡らな
い」のは残念なことだと思っています。

平平林林 主権者教育というのが、学
校、家庭、また地域の中でやってい
る当たり前の教育になってもらいた
いというのは、一つの願いです。
地域、行政だけではなくて、やはり
家庭の力というのも必要になってく
ると思います。先ほどもお話しまし
たが、投票のことに関しては、「決
める」ということと「投票する」とい
う二つの行為があり、「決める」こ
とについては、別に投票所で決め
る必要はなくて、事前に家庭の中
で決めることで構いません。家庭
の中で話し合って決めて、その結
果を投票所で投票という形で生か
していただくことが一番いいと思い
ます。
卒業後ということになりますと、や
はり事業所の協力というのも必要
になってくると思います。狛江市の
場合は、期日前投票に事業所から
皆さんで来ていただいて、一緒に
投票を体験したり、事前に模擬投
票をやったりする取組をしています
し、やはりこうした繰り返しが今の
狛江市の力になっていると思いま
す。
地域の力、また家庭の力を大切
にしていただかないと、子どもの一
票を支えることができないと思いま
す。ぜひ皆さんのご協力をお願い
したいと思っています。よろしくお願
いいたします。

これからの主権者教育

全知P連事務局次長
次男は、3年前に
東京都の特別支援
学校を卒業
2022年７月の参議
院議員選挙で、初め
て息子と一緒に投票
所に行く

編集後記
「意思のない人はいません」平林様の言葉が心に響きます。選挙
の投票に限らず、日々の生活のなかでも、こちらの都合にあわせて
しまうことや、思い込みはなかっただろうか。 あらためて振り返り、
問い直す機会となった協議会でした。
ウィズコロナの時代、日常が少しずつ戻ってきました。元気に楽しく
活動ができますように。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（広報担当 木村 西野）

参参加加者者のの皆皆様様
あありりががととううごござざいいままししたた！！
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